
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 淡路市福祉会館の完成にともない、淡路市社会

福祉協議会本部・地域支えあいセンターつなの事

務所を移転します。 

 移転の時期は通信設備の関係で8月中旬以降に 

なります。移転に関する詳細は次号以降の社協だ 

より「すまいる」にてお知らせいたします。 

 

 

 

 淡路市福祉会館では、会議室・多目的室がご利

用できます。最大 50 名程度の会議が可能です。

別途使用料等がかかります。詳しくは、淡路市社

協ホームページをご覧いただくか、事務所へお問 

い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 お問合せ先 

  淡路市社会福祉協議会 

   TEL 0799-62-5214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

この広報誌は、皆さんからお寄せいただいた
「赤い羽根共同募金」の配分金の一部を活用して発行
しています。 

 

 

【訪問日】 毎週水曜日（原則、祝日もあり） 

 

【販売時間・場所】 

10:00 中持会館   

10:25 白山会館 

10:45 釜口漁港前 

11:20 城原団地 1 号棟前 

 ＊注文品は、前日（火曜日）のお昼までにお電話 

  をお願いします。 

 

 商品やご注文のお問い合わせは、 

地域生活多機能拠点「いづかしの杜」 

淡路市仁井 1478 TEL：80-2678 まで。 

 

 

 

◎週 2～3 回勤務・短時間勤務ご相談ください!! 

 

◎福祉・介護職未経験の方も充実研修で安心… 

 ◎子育てや介護との両立も大丈夫。 

 働くママさん応援しています!! 

 ◎施設・事業概要見学は随時受け付けています!!

お気軽にご連絡ください。 

 

②～③ 時給 996 円～資格所有者優遇!! 

 （ヘルパー1,046 円・介護福祉士 1,066 円） 

 

①（障がい者）相談支援専門員（嘱託・正規） 

※本会規定による 

②デイサービス介助員パート・嘱託（北淡） 

※介護福祉士優遇 

③グループホーム支援員パート(夜勤有)(津名・東浦) 

学生さん歓迎‼  

21:00～翌 9:30 の間で応相談（1 回/週～） 

業務内容等、お電話でお気軽にお問い合わせ下さい 

淡路市社協 淡路市志筑 3119-1（履歴書送付先） 

なぎ、やまさき TEL 62-5214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ネットで買った携帯用扇風機を充電中、扇風機から

出火。製造業者名は書いておらず、販売店の連絡先は

中国となっていた。◎３０度を超える猛暑日、車の中

に置いてあったスプレー缶が破裂、高圧ガスが使われ

ているエアゾール缶だった。★ポイント★携帯用扇風

機は製品を選ぶ際、製造・輸入・販売業者と連絡が取

れることを一つの基準とする。落としたり強い衝撃を

与えたりしない。破損したものは使用しない。★モバ

イルバッテリー、携帯電話（熱の影響で発熱・破裂・

発火のおそれ）、スプレー缶などの高温下での使用や

保管を禁止している製品は自動車内に放置しない。 

淡路市消費生活センター 0799-64-0999 

令和６年度採用職員 

就職説明会・職場体験のお知らせ 

令和６年度、新規職員採用にあたり以下の要領で就

職説明会・職場体験を行います。 

すべての市民が安心して暮らすことができる地域

社会づくりを、私たちと一緒に目指してくれるバイタ

リティーあふれる方を求めています。参加希望者は下

記までお申し込みください。 

 

説明会日時  令和５年９月１日（金） 

10:00～15:00 

場   所  淡路市社会福祉協議会本部 

        淡路市志筑新島 5-1(津名図書館隣) 

対   象  ・年齢 35 歳以下(令和 6 年 4 月 1 日時点) 

       ・学歴 高等学校卒業以上 

       ・資格 自動車運転免許 

そ の 他  参加希望の方で、説明会当日の都合が

悪い方は、その旨お知らせください。

別日で日程調整させていただきます。 

問 合 せ  淡路市社協 本部 

          62-5214 なぎ・やまさき 

 

 

 

 昨年 7 月 7 日にオープンした、コミュニティカフェ『七夕カフェ』が 1 周年を迎えました。 

毎月第 1 木曜日に井上会館で実施しています。1 周年を迎えた 7 月のカフェで、用意された笹飾りに

は「きらきら輝いた 1 年おめでとう」「1 周年おめでとう。今後の発展を祈ります」と、参加者のみな

さんからの喜びの声が多数ありました。 

 代表の上村さんは、「あっという間に過ぎた 1 年。 

まさかこんなにたくさんの方に来てもらえるとは…。 

開始当初想像もつかなかったです。コロナを経験し、 

人と人のつながりや、人が気軽に出会える場の大切さ 

を改めて感じたことが、カフェオープンにつながった 

と思います。これからも会話が弾む居場所・居心地の 

いい七夕カフェを目指して頑張りたいです。みなさん、 

お気軽にお越しください。」と話されていました。 

編集･発行：淡路市社会福祉協議会 

      地域支えあいセンターひがしうら 

       淡路市久留麻 239-1 東浦事務所内 

電 話 0799-74-4877 

ＦＡＸ 0799-75-2025 

Ｅmail higashiura@awaji-csw.or.jp 

☆この広報誌が不要となった場合は、資源ゴミの「その他の紙類」としてリサイクルにご協力をお願いします☆ 

 

国道２８号線 

 
淡路市社会福祉協議会   

本部・地域支えあいセン

ターつな 
 

●しづのおだまき館 

至 洲本 至 東浦  

●淡路市津名保健センター 

◎淡路市福祉会館 

●イオン淡路店 

●しづかホール 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・紹介します。地域のふれあいサロン・・・ 

 

                    

7 月 6 日（木）、久留麻老人福祉センターでふれあ

いサロンが開催されました。この日は、最近よくある

還付金詐欺やサポート詐欺にあわないようにと、淡路

市消費生活センターの出前講座を受講しました。 

寸劇を交えての話はとても分かりやすく、参加者の

みなさんにも好評でした。また、この日は淡路警察署

のおまわりさんも来られ、淡路では空き巣が依然とし

て多いこと、短時間のちょっとした外出でも家に鍵を

かけてくださいと、お話がありました。 

参加者のみなさんは、「若い人でもだまされている。

自分は大丈夫と思わないようにしないと」「おかしい

と思ったら、すぐに相談しよう」「こんな話を聞く 

機会があって良かった。みんなで声をかけあって、 

                  だまされな 

                  いようにし 

                  よう」と、 

                  みなさんか 

                  ら感想が述 

                  べられまし 

                  た。 

 

 

赤い羽根募金百貨店 

 

 

赤い羽根募金百貨店「みんなの気持ちがぐ～るぐ 

るプロジェクト」は、募金付き商品を企画された参 

加店舗が、地域のためになる商品をアピールしなが 

ら、淡路市の福祉活動を応援する、地域支援につな 

がる新しいカタチの募金です。 

6 月 1 日から 6 月末まで、合わせて 11,176 円 

のご寄付をいただきました。 

お買い物いただいたみなさま、協力いただいた 

店舗のみなさま、ありがとうございました。 

＊募金百貨店プロジェクト参加店舗＊ 

㈱樫岡石油様（大谷） ㈲大正あん様（志筑） 

麺屋 ZOE 様（志筑） 一宮オイル㈲様（多賀） 

HAGI 美容室様（志筑） やき焼亭様（志筑） 

カットハウスロング様（佐野） 

OKASHI LABO KUKULU 様（佐野） 

ひまわり作業所 

  

 

 

 

 

  

 

and Project 協力 

 

 

 今や、スマートフォンは日常生活に欠かせない

ものとなっている反面、使い方がよく分からない

という方も多いのではないでしょうか。 

 そこで、スマートフォンの使い方について気軽

に聞くことができる「スマホ相談ひろば」を開設

しています。お気軽にお越しください。 

日 時：8 月 21 日（月）・9 月 11 日（月） 

10:30～12:00 

場 所：久留麻老人福祉センター ロビー 

参加費：無料 

連絡先：淡路市社協ひがしうら 

    電話 74-4877 

応募作品：「赤い羽根」   の絵を 

表示した手作り募金箱 

応募点数： ひとり１作品 

応募方法： 最寄りの地域支えあいセンターに

８月２1 日から９月 8 日までに提出 

参加特典： 応募された方全員に、 

あかはねちゃんグッズをプレゼント！ 
 
＊製作された募金箱を、 

１０月１日からの共同募金運動で活用します。 
 

みなさんの応募お待ちしています！ 

 

淡路市内の小学生を対象に、 

  手作り募金箱を募集しています 

 

 

ひまわり作業所の夏休み「こども食堂」を開催

します。お気軽にご参加ください。 

 

 

今年も淡路島の新玉ねぎを使ったドレッシン

グ、「どろっどろやけどサラッサラ」が完成しまし

た！新玉ねぎのやさしい風味に酸味が効いてコ

クがあり、食欲をそそるドレッシングです。サラ

ダだけでなく、とんかつや天ぷら、カルパッチョ

などにかけても美味しいと評判をいただいてい

ます。1 本（300㎖）450 円で販売中です。 

 赤い羽根募金百貨店「みんなの気持ちがぐ～る

ぐるプロジェクト」に参加しており、売り上げ 1

本につき30円を淡路市共同募金委員会に寄付さ

せていただいています。 

 心をこめて作った玉ねぎドレッシング、今日の

食卓にいかがでしょうか。 

5 月 15 日～19 日の 5 日間、東浦中学校でトラ

イやるウィークが実施され３名の生徒さんが職業

体験で、ひまわり作業所に来ました。メンバーと一

緒にクッキー作りや炭の箱入れ、サンリッチ喫茶の

接客体験、クロネコメール便配達など、様々な作業

を行いました。 

初めは緊張した様子でしたが、メンバーと話をし

たり、作業をしていくうちに、徐々に緊張もほぐれ

ていきました。その後、中学校で行われた体験発表

のプレゼンテーションでは、体験したことを具体的

に発表し、ひまわり作業所の日頃の活動の様子がよ

くわかるとても素晴らしい内容でした。5 日間とい

う短い間でしたが、今後の人生に少しでもお役にた

てると嬉しく思います。次の学年の方も来てくれる

ことを願っています。 

 

日 時  8 月 9 日（水） 

     8 月 16 日（水） 

     8 月 23 日（水） 

     8 月 30 日（水） 

     （いずれも 11:30～13:30） 

場 所  ひまわり作業所 

費 用  こども 100 円（高校生まで） 

     大 人 300 円 

 

昨年度開催した「あんしんネットワーク会議」

の意見を少しずつ紹介させていただきます。 

 

テーマ 『お互いにできる見守りとは』 

 

・隣保の配り物をする時に、声かけをする。 

・自宅を訪ねる事はできなくても、外で顔を合わ

せた時に声かけをするように。 

・町内会等の行事で顔を合わせる事があるので、

意外と近所の人の様子はわかる。 

・プライバシーに配慮しながら気になることを共

有する。 

 

 

⇒先月号でも紹介した、「何かのついでに」あいさ

つや声かけをするという意見が多くありました。

改めて大切なことであると考えています。 

また、気になることを話し合うこと（共有する

こと）、顔を合わせる機会をつくることが見守りに

なるという意見もありました。これからみなさん

と一緒に話し合い、誰もが安心して暮らせるよう

なまちづくりをすすめていきたいと思います。 


